
 

 
 

議案第１６号 鳥取市立学校条例の一部改正について 

 

鳥取市立学校条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の目的 

鳥取市立湖南学園小学校・中学校、鳥取市立福部未来学園小学校・中学校及

び鳥取市立鹿野小学校・中学校を廃止し、新たに鳥取市立義務教育学校として、

鳥取市立湖南学園、鳥取市立福部未来学園、鳥取市立鹿野学園（仮称）を設置

することを目的とします。 

 

２ 改正の内容 

   鳥取市立義務教育学校として、鳥取市立湖南学園、鳥取市立福部未来学

園及び鳥取市立鹿野学園（仮称）を設置することとします。（第１条関係及

び第４条関係） 

    鳥取市立湖南学園中学校、鳥取市立福部未来学園中学校及び鳥取市立鹿

野中学校を廃止することとします。（第２条関係） 

   鳥取市立湖南学園小学校、鳥取市立福部未来学園小学校及び鳥取市立鹿

野小学校を廃止することとします。（第３条関係） 

   その他所要の整理を行うこととします。 

 

３ 施行期日等 

(1) この条例は、平成３０年４月１日から施行することとします。（附則第

１項関係） 

(2) 関係条例について、所要の整備を行うこととします。（附則第２項から

第９項まで関係） 

 

４月定例教育委員会 資 料 

年月日 平成２９年４月２６日 

担当課 教育委員会 学校教育課 
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議案第  号 

鳥取市立学校条例の一部改正について 

鳥取市立学校条例の一部を次のように改正する。 

平成２９年６月 日提出 

 

                       鳥取市長 深 澤 義 彦   

 

   鳥取市立学校条例の一部を改正する条例 

鳥取市立学校条例（昭和３９年鳥取市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「小学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

 第２条の表中鳥取市立湖南学園中学校の項、鳥取市立福部未来学園中学校の項及び

鳥取市立鹿野中学校の項を削る。 

 第３条の表中鳥取市立湖南学園小学校の項、鳥取市立福部未来学園小学校の項及び

鳥取市立鹿野小学校の項を削る。 

 第１８条を第１９条とする。 

 第１７条第１項中「第８条」を「第９条」に改め、同条を第１８条とする。 

 第１６条第２号中「第１３条」を「第１４条」に改め、同条を第１７条とする。 

 第１５条第２項中「第１３条」を「第１４条」に改め、同条を第１６条とする。 

 第１４条を第１５条とし、第８条から第１３条までを１号ずつ繰り下げる。 

 第７条中「第５条」を「第６条」とし、同条を第８条とする。 

 第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、第４条を第５条とする。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（鳥取市立義務教育学校の設置） 
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第４条 鳥取市立義務教育学校を次のとおり設置する。 

名称 位置 

鳥取市立湖南学園 鳥取市六反田 

鳥取市立福部未来学園 鳥取市福部町高江 

鳥取市立鹿野学園 鳥取市鹿野町鹿野 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （鳥取市公民館条例の一部改正） 

２ 鳥取市公民館条例（昭和３５年鳥取市条例第１５号）の一部を次のように改正す

る。 

別表鳥取市立湖南地区公民館の項中「湖南学園小学校区」を「湖南学園校区」に

改め、同表鳥取市立福部地区公民館の項中「福部小学校区」を「福部未来学園校

区」に改める。 

 （鳥取市校区審議会条例の一部改正） 

３ 鳥取市校区審議会条例（昭和３９年鳥取市条例第４０号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。 

 （鳥取市災害遺児手当支給条例の一部改正） 

４ 鳥取市災害遺児手当支給条例（昭和４９年鳥取市条例第３７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条第１項中「中学校」の次に「、義務教育学校後期課程」を加える。 

 （鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

５ 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年鳥取市条例第５号）の一

部を次のように改正する。 

第８条の３第１項第２号中「小学校」の次に「又は義務教育学校の前期課程」を
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加える。 

 （鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

６ 鳥取市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年鳥取市条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

第６条第２項第９号中「中学校」の次に「、義務教育学校後期課程」を加える。 

 （鳥取市暴力団排除条例の一部改正） 

７ 鳥取市暴力団排除条例（平成２４年鳥取市条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

第９条第１項中「鳥取市立中学校」の次に「及び鳥取市立義務教育学校後期課

程」を加える。 

（鳥取市いじめ防止対策推進委員会条例の一部改正） 

８ 鳥取市いじめ防止対策推進委員会条例（平成２６年鳥取市条例１８号）の一部を

次のように改正する。 

第２条中「及び中学校」を「、中学校及び義務教育学校」に改める。 

（鳥取市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正） 

９ 鳥取市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年鳥取市条例２９号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「小学校」の次に「又は義務教育学校前期課程」を加える。 

  第１０条第３項第４号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 
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鳥
取
市
立
学
校
条
例
（
昭
和
３
９
年
鳥
取
市
条
例
第
５
号
）
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
鳥
取
市
立
学
校
条
例
 

昭
和
３
９
年
４
月
１
日
 

鳥
取
市
条
例
第
５
号
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
4
条
の
２

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
市
立
中
学
校
、
鳥
取
市
立
小
学
校
、
鳥
取
市
立
義

務
教
育
学
校
及
び
鳥
取
市
立
幼
稚
園
の
設
置
及
び
管
理
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
 

 （
鳥
取
市
立
中
学
校
の
設
置
）
 

第
２
条
 
鳥
取
市
立
中
学
校
を
次
の
と
お
り
設
置
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
湖
東
中
学
校
 

鳥
取
市
湖
山
町
北
六
丁
目
 

鳥
取
市
立
桜
ヶ
丘
中
学
校
 

鳥
取
市
桜
谷
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
国
府
中
学
校
 

鳥
取
市
国
府
町
町
屋
 

鳥
取
市
立
河
原
中
学
校
 

鳥
取
市
河
原
町
曳
田
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
気
高
中
学
校
 

鳥
取
市
気
高
町
浜
村
 

鳥
取
市
立
青
谷
中
学
校
 

鳥
取
市
青
谷
町
青
谷
 

    

○
鳥
取
市
立
学
校
条
例
 
昭
和
３
９
年
４
月
１
日
 

鳥
取
市
条
例
第
５
号
 

（
目
的
）
 
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
4
条
の
２

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
市
立
中
学
校
、
鳥
取
市
立
小
学
校
 
 
 
 
 
及

び
鳥
取
市
立
幼
稚
園
の
設
置
及
び
管
理
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

  （
鳥
取
市
立
中
学
校
の
設
置
）
 

第
２
条
 
鳥
取
市
立
中
学
校
を
次
の
と
お
り
設
置
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
湖
東
中
学
校
 

鳥
取
市
湖
山
町
北
六
丁
目
 

鳥
取
市
立
湖
南
学
園
中
学
校
 

鳥
取
市
六
反
田
 

鳥
取
市
立
桜
ヶ
丘
中
学
校
 

鳥
取
市
桜
谷
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
国
府
中
学
校
 

鳥
取
市
国
府
町
屋
 

鳥
取
市
立
福
部
未
来
学
園
中
学
校
 
鳥
取
市
福
部
町
高
江
 

鳥
取
市
立
河
原
中
学
校
 

鳥
取
市
河
原
町
曳
田
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
気
高
中
学
校
 

鳥
取
市
気
高
町
浜
村
 

鳥
取
市
立
鹿
野
中
学
校
 

鳥
取
市
鹿
野
町
鹿
野
 

鳥
取
市
立
青
谷
中
学
校
 

鳥
取
市
青
谷
町
青
谷
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（
鳥
取
市
立
小
学
校
の
設
置
）
 

第
３
条
 
鳥
取
市
立
小
学
校
を
次
の
と
お
り
設
置
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
湖
山
小
学
校
 

鳥
取
市
湖
山
町
南
一
丁
目
 

鳥
取
市
立
末
恒
小
学
校
 

鳥
取
市
伏
野
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
国
府
東
小
学
校
 

鳥
取
市
国
府
町
谷
 

鳥
取
市
立
河
原
第
一
小
学
校
 

鳥
取
市
河
原
町
渡
一
木
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
逢
坂
小
学
校
 

鳥
取
市
気
高
町
山
宮
 

鳥
取
市
立
青
谷
小
学
校
 

鳥
取
市
青
谷
町
青
谷
 

  （
鳥
取
市
立
義
務
教
育
学
校
の
設
置
）
 

第
４
条
 
鳥
取
市
立
義
務
教
育
学
校
を
次
の
と
お
り
設
置
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

鳥
取
市
立
湖
南
学
園
 

鳥
取
市
六
反
田
 

鳥
取
市
立
福
部
未
来
学
園
 

鳥
取
市
福
部
町
高
江
 

鳥
取
市
立
鹿
野
学
園
 

鳥
取
市
鹿
野
町
鹿
野
 

 第
５
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
６
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
７
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

 （
使
用
許
可
の
条
件
）
 

第
８
条
 
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
６
条
に
規
定
す
る
許
可

に
、
学
校
施
設
の
管
理
の
た
め
必
要
な
範
囲
内
で
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

（
鳥
取
市
立
小
学
校
の
設
置
）
 

第
３
条
 
鳥
取
市
立
小
学
校
を
次
の
と
お
り
設
置
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
湖
山
小
学
校
 

鳥
取
市
湖
山
町
南
一
丁
目
 

鳥
取
市
立
湖
南
学
園
小
学
校
 

鳥
取
市
六
反
田
 

鳥
取
市
立
末
恒
小
学
校
 

鳥
取
市
伏
野
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
国
府
東
小
学
校
 

鳥
取
市
国
府
町
谷
 

鳥
取
市
立
福
部
未
来
学
園
小
学
校
 
鳥
取
市
福
部
町
高
江
 

鳥
取
市
立
河
原
第
一
小
学
校
 

鳥
取
市
河
原
町
渡
一
木
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
逢
坂
小
学
校
 

鳥
取
市
気
高
町
山
宮
 

鳥
取
市
立
鹿
野
小
学
校
 

鳥
取
市
鹿
野
町
鹿
野
 

鳥
取
市
立
青
谷
小
学
校
 

鳥
取
市
青
谷
町
青
谷
 

       第
４
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
５
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
６
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

 （
使
用
許
可
の
条
件
）
 

第
７
条
 
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
５
条
に
規
定
す
る
許
可

に
、
学
校
施
設
の
管
理
の
た
め
必
要
な
範
囲
内
で
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
。
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第
９
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
10
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
11
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
12
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
13
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
14
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
15
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

 （
損
害
賠
償
）
 

第
16
条
 
学
校
施
設
に
損
害
を
与
え
た
者
は
、
こ
れ
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
第
14
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
停
止
又
は
取
消
し
に
よ
っ
て
使
用
者
が
損
害
を

被
っ
て
も
、
市
は
、
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。
 

 （
罰
則
）
 

第
17
条
 
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
５
万
円
以
下

の
過
料
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 
 
許
可
な
く
学
校
施
設
を
使
用
し
た
者
 

(2
) 
 
第
14
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
の
停
止
若
し
く
は
取
消
し
又
は
退
去
を
命

じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
違
反
し
た
者
 

 第
18
条
 
市
長
は
、
詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
第
９
条
の
使
用
料
の
全
部

又
は
一
部
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
対
し
、
そ
の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
５
倍
に
相

当
す
る
金
額
（
当
該
５
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
５
万
円
を
超
え
な
い
と
き
は
、
５

万
円
と
す
る
。
）
以
下
の
過
料
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
は
、
使
用
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
対

し
、
５
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 第
19
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

第
８
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
９
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
10
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
11
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
12
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
13
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

第
14
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

 （
損
害
賠
償
）
 

第
15
条
 
学
校
施
設
に
損
害
を
与
え
た
者
は
、
こ
れ
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
第
13
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
停
止
又
は
取
消
し
に
よ
っ
て
使
用
者
が
損
害
を

被
っ
て
も
、
市
は
、
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。
 

 （
罰
則
）
 

第
16
条
 
市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
５
万
円
以
下

の
過
料
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 
許
可
な
く
学
校
施
設
を
使
用
し
た
者
 

(2
) 
第
13
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
の
停
止
若
し
く
は
取
消
し
又
は
退
去
を
命

じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
違
反
し
た
者
 

 第
17
条
 
市
長
は
、
詐
欺
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
、
第
８
条
の
使
用
料
の
全
部

又
は
一
部
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
対
し
、
そ
の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
５
倍
に
相

当
す
る
金
額
（
当
該
５
倍
に
相
当
す
る
金
額
が
５
万
円
を
超
え
な
い
と
き
は
、
５

万
円
と
す
る
。
）
以
下
の
過
料
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
は
、
使
用
料
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
対

し
、
５
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 第
18
条
 
 
 
 
 
（
略
）
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鳥
取
市
校
区
審
議
会
条
例
（
昭
和
３
９
年
鳥
取
市
条
例
第
40
号
）
新
旧
対
照
表

 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
鳥
取
市
校
区
審
議
会
条
例
 
昭
和
３
９
年
10
月
19
日
 

鳥
取
市
条
例
第
40
号
 

 （
設
置
）
 

第
１
条
 
教
育
委
員
会
の
諮
問
に
応
じ
、
鳥
取
市
立
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育

学
校
の
校
区
に
関
す
る
事
項
を
調
査
及
び
審
議
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22

年
法
律
第
67
号
）
第
13
8
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
市
校
区
審
議

会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。
 

 第
２
条
～
第
７
条
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

○
鳥
取
市
校
区
審
議
会
条
例
 

昭
和
３
９
年
10
月
19
日
 

鳥
取
市
条
例
第
40
号
 

 （
設
置
）
 

第
１
条
 
教
育
委
員
会
の
諮
問
に
応
じ
、
鳥
取
市
立
小
学
校
及
び
中
学
校
 
 
 
 
の

校
区
に
関
す
る
事
項
を
調
査
及
び
審
議
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法

律
第
67
号
）
第
13
8
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
鳥
取
市
校
区
審
議
会
（
以

下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。
 

 第
２
条
～
第
７
条
 
 
 
（
略
）
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鳥
取
市
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
委
員
会
条
例
（
平
成
26
年
鳥
取
市
条
例
第
18
号
）
新
旧
対
照
表

 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 
○
鳥
取
市
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
委
員
会
条
例
 

平
成
26
年
６
月
30
日
 

鳥
取
市
条
例
第
18
号
 

 第
１
条
 
  
 
 
 
 
（
略
）
 

 （
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(1
) 
 
い
じ
め
 
法
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
い
じ
め
を
い
う
。
 

(2
) 
 
学
校
 
鳥
取
市
立
学
校
条
例
（
昭
和
39
年
鳥
取
市
条
例
第
５
号
）
に
規
定
す

る
小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
を
い
う
。
 

 第
３
条
～
第
11
条
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

○
鳥
取
市
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
委
員
会
条
例
 

平
成
26
年
６
月
30
日
 

鳥
取
市
条
例
第
18
号
 

 第
１
条
 
  
 
 
 
 
（
略
）
 

 （
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(3
) 
 
い
じ
め
 
法
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
い
じ
め
を
い
う
。
 

(4
) 
 
学
校
 
鳥
取
市
立
学
校
条
例
（
昭
和
39
年
鳥
取
市
条
例
第
５
号
）
に
規
定
す

る
小
学
校
及
び
中
学
校
 
 
 
 
 
 
を
い
う
。
 

 第
３
条
～
第
11
条
 
 
（
略
）
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鳥
取
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
26
年
鳥
取
市
条
例
第
29
号
）
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 
○
鳥
取
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
 

平
成
26
年
９
月
29
日
 

鳥
取
市
条
例
第
29
号
 

 第
１
条
～
第
４
条
 
 
 
（
略
）
 

 （
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
一
般
原
則
）
 

第
５
条
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
支
援
は
、
小
学
校
又
は
義
務
教
育

学
校
前
期
課
程
に
就
学
し
て
い
る
児
童
で
あ
っ
て
、
そ
の
保
護
者
が
労
働
等
に
よ

り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
も
の
に
つ
き
、
家
庭
、
地
域
等
と
の
連
携
の
下
、
発
達
段

階
に
応
じ
た
主
体
的
な
遊
び
や
生
活
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
当
該
児
童
の
自
主

性
、
社
会
性
及
び
創
造
性
の
向
上
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
等
を
図
り
、
も

っ
て
当
該
児
童
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

２
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も

に
、
一
人
ひ
と
り
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

３
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
地
域
社
会
と
の
交
流
及
び
連
携
を
図
り
、

児
童
の
保
護
者
及
び
地
域
社
会
に
対
し
、
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
が

行
う
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説
明
す
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
そ
の
運
営
の
内
容
に
つ
い
て
、
自
ら
評
価

を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所
（
以
下
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
所
」
と
い
う
。
）
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、
換
気
等
利
用
者
の
保
健
衛
生
及
び

利
用
者
に
対
す
る
危
害
防
止
に
十
分
な
考
慮
を
払
っ
て
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

○
鳥
取
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
 

平
成
26
年
９
月
29
日
 

鳥
取
市
条
例
第
29
号
 

 第
１
条
～
第
４
条
 
 
 
（
略
）
 

 （
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
一
般
原
則
）
 

第
５
条
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
支
援
は
、
小
学
校
 
 
 
 
 
に

就
学
し
て
い
る
児
童
で
あ
っ
て
、
そ
の
保
護
者
が
労
働
等
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い

な
い
も
の
に
つ
き
、
家
庭
、
地
域
等
と
の
連
携
の
下
、
発
達
段
階
に
応
じ
た
主
体

的
な
遊
び
や
生
活
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
当
該
児
童
の
自
主
性
、
社
会
性
及
び
創

造
性
の
向
上
、
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
確
立
等
を
図
り
、
も
っ
て
当
該
児
童
の
健

全
な
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 ２
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も

に
、
一
人
ひ
と
り
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

３
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
地
域
社
会
と
の
交
流
及
び
連
携
を
図
り
、

児
童
の
保
護
者
及
び
地
域
社
会
に
対
し
、
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
が

行
う
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説
明
す
る
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
そ
の
運
営
の
内
容
に
つ
い
て
、
自
ら
評
価

を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
場
所
（
以
下
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
所
」
と
い
う
。
）
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、
換
気
等
利
用
者
の
保
健
衛
生
及
び

利
用
者
に
対
す
る
危
害
防
止
に
十
分
な
考
慮
を
払
っ
て
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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第
５
条
～
第
９
条
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
職
員
）
 

第
10
条
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
ご
と

に
、
放
課
後
児
童
支
援
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
放
課
後
児
童
支
援
員
の
数
は
、
支
援
の
単
位
ご
と
に
２
人
以
上
で
当
該
支
援
の

単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
に
応
じ
て
市
長
が
定
め
る
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ

の
う
ち
の
１
人
を
除
き
、
補
助
員
（
放
課
後
児
童
支
援
員
が
行
う
支
援
に
つ
い
て

放
課
後
児
童
支
援
員
を
補
助
す
る
者
を
い
う
。
第
５
項
に
つ
い
て
同
じ
。
）
を
も

っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、

都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 
 
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
 

(2
) 
 
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
 

(3
) 
 
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
26
号
）
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中

等
学
校
令
（
昭
和
18
年
勅
令
第
36
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
を
含
む
。
）
若
し
く

は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
90
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
大
学

へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
12
年
の
学
校
教
育

を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育

を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を

有
す
る
と
認
定
し
た
者
（
第
９
号
に
お
い
て
「
高
等
学
校
卒
業
者
等
」
と
い

う
。
）
で
あ
っ
て
、
２
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の
 

(4
) 
 
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学

校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
 

(5
) 
 
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
旧
大
学
令
（
大
正
７
年
勅
令
第
38
8
号
）

に
よ
る
大
学
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会

学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
 

(6
) 
 
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育

学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
課
程
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
で
単
位
を
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第

10
2
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
が
認
め
ら
れ
た
者
 

第
５
条
～
第
９
条
 
 
（
略
）
 

 （
職
員
）
 

第
10
条
 
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
者
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
ご
と

に
、
放
課
後
児
童
支
援
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
放
課
後
児
童
支
援
員
の
数
は
、
支
援
の
単
位
ご
と
に
２
人
以
上
で
当
該
支
援
の

単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
に
応
じ
て
市
長
が
定
め
る
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ

の
う
ち
の
１
人
を
除
き
、
補
助
員
（
放
課
後
児
童
支
援
員
が
行
う
支
援
に
つ
い
て

放
課
後
児
童
支
援
員
を
補
助
す
る
者
を
い
う
。
第
５
項
に
つ
い
て
同
じ
。
）
を
も

っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、

都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 
 
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
 

(2
) 
 
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
 

(3
) 
  
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
26
号
）
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中

等
学
校
令
（
昭
和
18
年
勅
令
第
36
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
を
含
む
。
）
若
し
く

は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
90
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
大
学

へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
12
年
の
学
校
教
育

を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育

を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を

有
す
る
と
認
定
し
た
者
（
第
９
号
に
お
い
て
「
高
等
学
校
卒
業
者
等
」
と
い

う
。
）
で
あ
っ
て
、
２
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の
 

(4
) 
 
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
  
  
  
  
  
、
高

等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
 

(5
) 
 
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
（
旧
大
学
令
（
大
正
７
年
勅
令
第
38
8
号
）

に
よ
る
大
学
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会

学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
 

(6
) 
 
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育

学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
課
程
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
で
単
位
を
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第

10
2
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
が
認
め
ら
れ
た
者
 

11



 

(7
) 
 
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教

育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
又
は
こ
れ
ら
に

相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
 

(8
) 
 
外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術

学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て

卒
業
し
た
者
 

(9
) 
 
高
等
学
校
卒
業
者
等
で
あ
り
、
か
つ
、
２
年
以
上
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

に
類
似
す
る
事
業
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
た
も
の
 

４
 
第
２
項
の
支
援
の
単
位
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
支
援
で
あ

っ
て
、
そ
の
提
供
が
同
時
に
一
又
は
複
数
の
利
用
者
に
対
し
て
一
体
的
に
行
わ
れ

る
も
の
を
い
い
、
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
は
、
お
お
む
ね
40
人

以
下
と
す
る
。
 

５
 
放
課
後
児
童
支
援
員
及
び
補
助
員
は
、
支
援
の
単
位
ご
と
に
専
ら
当
該
支
援
の

提
供
に
当
た
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
が
20
人
未
満
の
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
で
あ
っ
て
、
放
課
後
児
童
支
援
員
の
う
ち
１
人
を
除

い
た
者
又
は
補
助
員
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従

事
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
利
用
者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 第
11
条
～
第

21
条
 
 
 
（
略
）

 

(7
) 
 
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教

育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
又
は
こ
れ
ら
に

相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
 

(8
) 
 
外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術

学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て

卒
業
し
た
者
 

(9
) 
 
高
等
学
校
卒
業
者
等
で
あ
り
、
か
つ
、
２
年
以
上
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

に
類
似
す
る
事
業
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
た
も
の
 

４
 
第
２
項
の
支
援
の
単
位
は
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
お
け
る
支
援
で
あ

っ
て
、
そ
の
提
供
が
同
時
に
一
又
は
複
数
の
利
用
者
に
対
し
て
一
体
的
に
行
わ
れ

る
も
の
を
い
い
、
一
の
支
援
の
単
位
を
構
成
す
る
児
童
の
数
は
、
お
お
む
ね
40
人

以
下
と
す
る
。
 

５
 
放
課
後
児
童
支
援
員
及
び
補
助
員
は
、
支
援
の
単
位
ご
と
に
専
ら
当
該
支
援
の

提
供
に
当
た
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
が
20
人
未
満
の
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
所
で
あ
っ
て
、
放
課
後
児
童
支
援
員
の
う
ち
１
人
を
除

い
た
者
又
は
補
助
員
が
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従

事
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
利
用
者
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
11
条
～
第

21
条
 
 
 
（
略
）
 

           

12



鳥
取
市
公
民
館
条
例
（
昭
和
３
５
年
鳥
取
市
条
例
第
１
５
号
）
新
旧
対
照
表

 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
鳥
取
市
公
民
館
条
例
 

昭
和
３
５
年
４
月
１
日
 

鳥
取
市
条
例
第
１
５
号
 

 本
則
・
附
則
 
 
 
 
 
（
略
）
 

 別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

１
 
中
央
公
民
館
 
 
（
略
）
 

 ２
 
地
区
公
民
館
 

名
称
 

位
置
 

設
置
区
域
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
松
保
地
区
公
民
館
 
鳥
取
市
布
勢
 

旧
松
保
小
学
校
区
（
三
山

口
を
除
く
。
）
 

鳥
取
市
立
湖
南
地
区
公
民
館
 
鳥
取
市
吉
岡
温
泉
町
 
湖
南
学
園
校
区
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
あ
お
ば
地
区
公
民

館
 

鳥
取
市
国
府
町
新
町

二
丁
目
 

岩
倉
小
学
校
区
（
あ
お
ば

地
区
に
限
る
。
）
・
宮
ノ

下
小
学
校
区
（
あ
お
ば
地

区
に
限
る
。
）
 

鳥
取
市
立
福
部
地
区
公
民
館
 
鳥
取
市
福
部
町
細
川
 
福
部
未
来
学
園
校
区
 

（
略
）
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

○
鳥
取
市
公
民
館
条
例
 

昭
和
３
５
年
４
月
１
日
 

鳥
取
市
条
例
第
１
５
号
 

 本
則
・
附
則
 
 
 
 
 
（
略
）
 

 別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

１
 
中
央
公
民
館
 
 
（
略
）
 

 ２
 
地
区
公
民
館
 

名
称
 

位
置
 

設
置
区
域
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
松
保
地
区
公
民
館
 
鳥
取
市
布
勢
 

旧
松
保
小
学
校
区
（
三
山

口
を
除
く
。
）
 

鳥
取
市
立
湖
南
地
区
公
民
館
 
鳥
取
市
吉
岡
温
泉
町
 
湖
南
学
園
小
学
校
区
 

（
略
）
 

鳥
取
市
立
あ
お
ば
地
区
公
民

館
 

鳥
取
市
国
府
町
新
町

二
丁
目
 

岩
倉
小
学
校
区
（
あ
お
ば

地
区
に
限
る
。
）
・
宮
ノ

下
小
学
校
区
（
あ
お
ば
地

区
に
限
る
。
）
 

鳥
取
市
立
福
部
地
区
公
民
館
 
鳥
取
市
福
部
町
細
川
 
福
部
小
学
校
区
 

（
略
）
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鳥
取
市
災
害
遺
児
手
当
支
給
条
例
（
昭
和
４
９
年
鳥
取
市
条
例
第
37
号
）
新
旧
対
照
表

 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 
○
鳥
取
市
災
害
遺
児
手
当
支
給
条
例
 
昭
和
４
９
年
９
月
30
日
 

鳥
取
市
条
例
第
37
号
 

 第
１
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

 （
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、「
災
害
遺
児
」
と
は
、
義
務
教
育
終
了
前
の
児
童
（
15
 

歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
末
日
以
前
の
児
童
を
い
い
、
同
日
以
後
引
き
続
い

て
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
後
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
に
在
学
す
る

児
童
を
含
む
。
）
で
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
養
育
者
が
天
災

又
は
交
通
事
故
、
海
難
そ
の
他
の
事
故
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
死
亡

し
、
又
は
障
害
の
状
態
（
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
36
年
政
令
第
40
5
号
）

別
表
第
２
に
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
っ
た
者
（
夫

（
婚
姻
の
届
け
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

を
含
む
。
）
が
災
害
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
当
時
胎
児
で
あ

っ
た
子
が
生
ま
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
子
を
含
む
。
）
を
い
う
。
 

２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
養
育
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
 

(1
) 
 
父
又
は
母
 

(2
) 
 
児
童
を
監
護
し
、
か
つ
、
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
（
父
及
び
母
の
い
ず
れ
も

が
死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
に
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
と
同
様
の
状
態
に
あ

る
と
き
に
限
る
。
）
 

 第
３
条
～
第
８
条
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

○
鳥
取
市
災
害
遺
児
手
当
支
給
条
例
 
昭
和
４
９
年
９
月
30
日
 

鳥
取
市
条
例
第
37
号
 

 第
１
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

 （
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、「
災
害
遺
児
」
と
は
、
義
務
教
育
終
了
前
の
児
童
（
15
 

歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
末
日
以
前
の
児
童
を
い
い
、
同
日
以
後
引
き
続
い

て
中
学
校
 
 
 
 
 
 
 
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
に
在
学
す
る
児
童
を

含
む
。
）
で
、
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
養
育
者
が
天
災
又
は
交

通
事
故
、
海
難
そ
の
他
の
事
故
（
以
下
「
災
害
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
死
亡
し
、
又

は
障
害
の
状
態
（
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
36
年
政
令
第
40
5
号
）
別
表

第
２
に
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
っ
た
者
（
夫
（
婚

姻
の
届
け
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
）
が
災
害
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
当
時
胎
児
で
あ
っ
た

子
が
生
ま
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
子
を
含
む
。
）
を
い
う
。
 

２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
養
育
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
 

(1
) 
父
又
は
母
 

(2
) 
児
童
を
監
護
し
、
か
つ
、
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
（
父
及
び
母
の
い
ず
れ
も
が

死
亡
し
、
若
し
く
は
障
害
の
状
態
に
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
と
同
様
の
状
態
に
あ
る

と
き
に
限
る
。
）
 

 第
３
条
～
第
８
条
 
 
 
（
略
）
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鳥
取
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
７
年
鳥
取
市
条
例
第
５
号
）
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 
○
鳥
取
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
 

平
成
７
年
３
月
29
日
 

鳥
取
市
条
例
第
５
号
 

第
１
条
～
第
８
条
の
２
 
 
 
（
略
）
 

 （
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）
 

第
８
条
の
３
 
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
子
（
民
法
（
明
治
29
年
法
律
第
89
号
）
第
81
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立

に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判

所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も

の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4
号
）
第
27
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定

に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委

託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場

合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
（
始
業
及
び
就
業
の
時
刻
を
、

職
員
が
育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
特

定
の
時
刻
と
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
）
を
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。
 

(1
) 
 
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
 

(2
) 
 
小
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
前
期
課
程
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ
る
職
員
で
あ

っ
て
、
規
則
で
定
め
る
も
の
 

２
 
前
項
（
各
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
15
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者

を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
次
に

掲
げ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
子
（
民
法
（
明
治
29
年

法
律
第
89
号
）
第
81
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間

○
鳥
取
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
 

平
成
７
年
３
月
29
日
 

鳥
取
市
条
例
第
５
号
 

第
１
条
～
第
８
条
の
２
 
 
 
（
略
）
 

 （
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）
 

第
８
条
の
３
 
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
子
（
民
法
（
明
治
29
年
法
律
第
89
号
）
第
81
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立

に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判

所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も

の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4
号
）
第
27
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定

に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委

託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場

合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
（
始
業
及
び
就
業
の
時
刻
を
、

職
員
が
育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
特

定
の
時
刻
と
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
）
を
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。
 

(1
) 
 
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
 

(2
) 
 
小
学
校
 
 
 
 
 
 
 
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
規
則

で
定
め
る
も
の
 

２
 
前
項
（
各
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
15
条
第
１
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者

を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
次
に

掲
げ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
子
（
民
法
（
明
治
29
年

法
律
第
89
号
）
第
81
7
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
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に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請

求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合

に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭

和
22
年
法
律
第
16
4
号
）
第
２
７
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条

の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
第
15
条
第
１
項
に
規
定
す

る
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者

を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 第
８
条
の
４
～
第
20
条
 
 
 
（
略
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請

求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合

に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭

和
22
年
法
律
第
16
4
号
）
第
２
７
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条

の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
第
15
条
第
１
項
に
規
定
す

る
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者

を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 第
８
条
の
４
～
第
20
条
 
 
 
（
略
）
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鳥
取
市
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
９
年
鳥
取
市
条
例
第
１
号
）
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 
○
鳥
取
市
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

平
成
９
年
３
月
26
日
 

鳥
取
市
条
例
第
１
号
 

第
１
条
～
第
８
条
の
２
 
 
 
（
略
）
 

 （
入
居
者
の
資
格
）
 

第
６
条
 
市
営
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
（
高

齢
者
、
身
体
障
害
者
そ
の
他
の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
（
次
条
第
２

項
に
お
い
て
「
高
齢
者
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
、
被

災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法
律
第
14
号
）
第
21
条
に
規
定
す
る
被
災

者
等
に
あ
っ
て
は
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
）
を
備
え
て
い
る
者
と
す
る
。
 

(1
) 
 
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
そ
の
他
婚
姻
の
予
約
者
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
が
あ
る
こ
と
。
 

(2
) 
 
そ
の
者
の
収
入
が
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら
エ

ま
で
に
掲
げ
る
金
額
を
超
え
な
い
こ
と
。
 

 
ア
 
入
居
者
が
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
そ
の
他
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る

者
で
あ
る
場
合
（
イ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
 
13
9,
00
0
円
 

 
イ
 
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
そ
の
他
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
の
う
ち

次
項
第
９
号
に
該
当
す
る
者
が
別
表
に
掲
げ
る
市
営
住
宅
の
う
ち
法
花
寺
団
地
か
ら

青
谷
城
山
団
地
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
入
居
し
、
又
は
入
居
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

 
25
9,
00
0
円

 

 
ウ
 
市
営
住
宅
が
、
法
第
８
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
若
し
く
は
激
甚じ
ん

災
害
に
対
処

す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
37
年
法
律
第
15
0
号
）

第
22
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
に
係
る
も
の
又
は
法
第
８
条
第
１
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
住
宅

○
鳥
取
市
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
 

平
成
９
年
３
月
26
日
 

鳥
取
市
条
例
第
１
号
 

第
１
条
～
第
７
条
 
 
 
（
略
）
 

 （
入
居
者
の
資
格
）
 

第
６
条
 
市
営
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
（
高

齢
者
、
身
体
障
害
者
そ
の
他
の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
（
次
条
第
２

項
に
お
い
て
「
高
齢
者
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
、
被

災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法
律
第
14
号
）
第
21
条
に
規
定
す
る
被
災

者
等
に
あ
っ
て
は
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
）
を
備
え
て
い
る
者
と
す
る
。
 

(1
) 
 
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
（
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
そ
の
他
婚
姻
の
予
約
者
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
が
あ
る
こ
と
。
 

(2
) 
 
そ
の
者
の
収
入
が
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら
エ

ま
で
に
掲
げ
る
金
額
を
超
え
な
い
こ
と
。
 

 
ア
 
入
居
者
が
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
そ
の
他
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る

者
で
あ
る
場
合
（
イ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
 
13
9,
00
0
円
 

 
イ
 
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
そ
の
他
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
の
う
ち

次
項
第
９
号
に
該
当
す
る
者
が
別
表
に
掲
げ
る
市
営
住
宅
の
う
ち
法
花
寺
団
地
か
ら

青
谷
城
山
団
地
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
入
居
し
、
又
は
入
居
し
よ
う
と
す
る
場
合
 

 
25
9,
00
0
円

 

 
ウ
 
市
営
住
宅
が
、
法
第
８
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
若
し
く
は
激
甚じ
ん

災
害
に
対
処

す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
37
年
法
律
第
15
0
号
）

第
22
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
に
係
る
も
の
又
は
法
第
８
条
第
１
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
住
宅
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に
居
住
し
て
い
た
低
額
所
得
者
に
転
貸
す
る
た
め
借
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
 

13
9,
00
0
円

 
 
エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
 
10
4,
00
0
円

 
(3

) 
 
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
で
あ
る
こ
と
。

 
(4

)  
 
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

 
(5

) 
 
そ
の
者
又
は
こ
れ
と
現
に
同
居
し
、
若
し
く
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
暴
力

団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
77
号
）
第

２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
で
な
い
こ

と
。

 
２
 
前
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
そ
の
他
の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要

が
あ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
身
体
上
又

は
精
神
上
著
し
い
障
害
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介
護
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
居
宅
に
お

い
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
者
を
除
く
。

 
(1
) 
 
60
歳
以
上
の
者

 
(2
) 
 
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
45
年
法
律
第
84
号
）
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
障
害

者
で
そ
の
障
害
の
程
度
が
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
障
害
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の

 
 
ア
 
身
体
障
害
 
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
25
年
厚
生
省
令
第
15
号
）

別
表
第
５
号
の
１
級
か
ら
４
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
程
度

 
 
イ
 
精
神
障
害
（
知
的
障
害
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
25
年
政
令
第
15
5
号
）
第
６
条
第
３
項
に
規

定
す
る
１
級
か
ら
３
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
程
度

 
 
ウ
 
知
的
障
害
 
イ
に
規
定
す
る
精
神
障
害
の
程
度
に
相
当
す
る
程
度
 

(3
) 
 
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
38
年
法
律
第
16
8
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す

る
戦
傷
病
者
で
そ
の
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
（
大
正
12
年
法
律
第
48
号
）
別
表
第

１
号
表
ノ
２
の
特
別
項
症
か
ら
第
６
項
症
ま
で
又
は
同
法
別
表
第
１
号
表
ノ
３
の
第

１
款
症
で
あ
る
も
の
 

(4
)  
 
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律
第
11
7
号
）

第
11
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
 

(5
) 
 
生
活
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
14
4
号
）
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
被
保
護

者
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留

に
居
住
し
て
い
た
低
額
所
得
者
に
転
貸
す
る
た
め
借
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
 

13
9,
00
0
円

 
 
エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
 
10
4,
00
0
円

 
(3

) 
 
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
で
あ
る
こ
と
。

 
(4

)  
 
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

 
(5

) 
 
そ
の
者
又
は
こ
れ
と
現
に
同
居
し
、
若
し
く
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
暴
力

団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
77
号
）
第

２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
で
な
い
こ

と
。

 
２
 
前
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
そ
の
他
の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要

が
あ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
身
体
上
又

は
精
神
上
著
し
い
障
害
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介
護
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
居
宅
に
お

い
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
者
を
除
く
。

 
(1
) 
 
60
歳
以
上
の
者

 
(2
) 
 
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
45
年
法
律
第
84
号
）
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
障
害

者
で
そ
の
障
害
の
程
度
が
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
障
害
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の

 
 
ア
 
身
体
障
害
 
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
25
年
厚
生
省
令
第
15
号
）

別
表
第
５
号
の
１
級
か
ら
４
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
程
度

 
 
イ
 
精
神
障
害
（
知
的
障
害
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
25
年
政
令
第
15
5
号
）
第
６
条
第
３
項
に
規

定
す
る
１
級
か
ら
３
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
程
度

 
 
ウ
 
知
的
障
害
 
イ
に
規
定
す
る
精
神
障
害
の
程
度
に
相
当
す
る
程
度
 

(3
) 
 
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
38
年
法
律
第
16
8
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す

る
戦
傷
病
者
で
そ
の
障
害
の
程
度
が
恩
給
法
（
大
正
12
年
法
律
第
48
号
）
別
表
第

１
号
表
ノ
２
の
特
別
項
症
か
ら
第
６
項
症
ま
で
又
は
同
法
別
表
第
１
号
表
ノ
３
の
第

１
款
症
で
あ
る
も
の
 

(4
)  
 
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律
第
11
7
号
）

第
11
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
 

(5
) 
 
生
活
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
14
4
号
）
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
被
保
護

者
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
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邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律
第
30

号
）
第
14
条
第
１
項
に
規
定
す
る
支
援
給
付
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
19
年
法
律
第
12
7
号
）
附
則
第
４
条
第
１
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
25
年
法
律
第
10
6
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
14
条
第
１
項
に

規
定
す
る
支
援
給
付
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い
る
者
 

(6
)  
 
海
外
か
ら
の
引
揚
者
で
本
邦
に
引
き
揚
げ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
て

い
な
い
も
の
 

(7
)  
 
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
13
年
法
律
第
63
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
 

(8
) 
 
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
13
年

法
律
第
31
号
。
以
下
「
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
２
項
に
規

定
す
る
被
害
者
又
は
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
28
条
の
２
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る

相
手
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
者
で
、
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

 
ア
 
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
28

条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
又
は
配
偶

者
暴
力
防
止
等
法
第
５
条
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
28
条
の
２
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
保
護
が
終
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を

経
過
し
て
い
な
い
者
 

 
イ
 
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
10
条
第
１
項
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
28
条
の
２

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
し
た
命
令
の
申
立

て
を
行
っ
た
者
で
当
該
命
令
が
そ
の
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過

し
て
い
な
い
も
の
 

(9
)  
 
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
の
う
ち
に
義
務
教
育
終
了
前
の
児

童
（
15
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
末
日
以
前
の
児
童
を
い
い
、
同
日
以
後
引

き
続
い
て
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
後
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
に
在

学
す
る
児
童
を
含
む
。
）
が
あ
る
も
の
 

３
 
市
長
は
、
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
が
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
職
員
を
し
て
、
当
該
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
に
面
接
さ
せ
、
そ
の
心
身
の
状
況
、

邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律
第
30

号
）
第
14
条
第
１
項
に
規
定
す
る
支
援
給
付
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
19
年
法
律
第
12
7
号
）
附
則
第
４
条
第
１
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
25
年
法
律
第
10
6
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
14
条
第
１
項
に

規
定
す
る
支
援
給
付
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い
る
者
 

(6
)  
 
海
外
か
ら
の
引
揚
者
で
本
邦
に
引
き
揚
げ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
し
て

い
な
い
も
の
 

(7
)  
 
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
に
対
す
る
補
償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
13
年
法
律
第
63
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
入
所
者
等
 

(8
) 
 
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
13
年

法
律
第
31
号
。
以
下
「
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
２
項
に
規

定
す
る
被
害
者
又
は
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
28
条
の
２
に
規
定
す
る
関
係
に
あ
る

相
手
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
者
で
、
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

 
ア
 
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
28

条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
一
時
保
護
又
は
配
偶

者
暴
力
防
止
等
法
第
５
条
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
28
条
の
２
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
保
護
が
終
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を

経
過
し
て
い
な
い
者
 

 
イ
 
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
10
条
第
１
項
（
配
偶
者
暴
力
防
止
等
法
第
28
条
の
２

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
し
た
命
令
の
申
立

て
を
行
っ
た
者
で
当
該
命
令
が
そ
の
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過

し
て
い
な
い
も
の
 

(9
)  
 
現
に
同
居
し
、
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
の
う
ち
に
義
務
教
育
終
了
前
の
児

童
（
15
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
末
日
以
前
の
児
童
を
い
い
、
同
日
以
後
引

き
続
い
て
中
学
校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
に
在

学
す
る
児
童
を
含
む
。
）
が
あ
る
も
の
 

３
 
市
長
は
、
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
が
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
職
員
を
し
て
、
当
該
入
居
の
申
込
み
を
し
た
者
に
面
接
さ
せ
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
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受
け
る
こ
と
が
で
き
る
介
護
の
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

 第
７
条
～
第
61
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

 

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
介
護
の
内
容
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
調
査
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

 第
７
条
～
第
61
条
 
 
 
 
 
（
略
）
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鳥
取
市
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
２
４
年
鳥
取
市
条
例
第
１
号
）
新
旧
対
照
表

 

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 
○
鳥
取
市
暴
力
団
排
除
条
例
 平
成
２
４
年
３
月
22
日
 

鳥
取
市
条
例
第
１
号
 

 第
１
条
～
第
８
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

 （
青
少
年
に
対
す
る
教
育
等
の
た
め
の
措
置
）
 

第
９
条
 
市
は
、
鳥
取
市
立
中
学
校
及
び
鳥
取
市
立
義
務
教
育
学
校
後
期
課
程
に
お
い

て
、
そ
の
生
徒
が
暴
力
団
の
排
除
の
重
要
性
を
認
識
し
、
暴
力
団
に
加
入
し
な
い
よ

う
、
及
び
暴
力
団
員
に
よ
る
犯
罪
の
被
害
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
教
育
が

必
要
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
は
、
市
内
に
存
す
る
学
校
（
鳥
取
市
立
学
校
及
び
幼
稚
園
を
除
く
。
）
又
は
青

少
年
の
育
成
に
携
わ
る
者
が
、
青
少
年
に
対
し
て
暴
力
団
の
排
除
に
関
す
る
教
育
、

助
言
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
情
報
の
提
供
そ
の
他

の
必
要
な
支
援
又
は
協
力
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 第
10
条
～
第
15
条
 
 
 
（
略
）
 

   

○
鳥
取
市
暴
力
団
排
除
条
例
 平
成
２
４
年
３
月
22
日
 

鳥
取
市
条
例
第
１
号
 

 
第
１
条
～
第
８
条
 
 
 
 
 
（
略
）
 

 （
青
少
年
に
対
す
る
教
育
等
の
た
め
の
措
置
）
 

第
９
条
 
市
は
、
鳥
取
市
立
中
学
校
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い

て
、
そ
の
生
徒
が
暴
力
団
の
排
除
の
重
要
性
を
認
識
し
、
暴
力
団
に
加
入
し
な
い
よ

う
、
及
び
暴
力
団
員
に
よ
る
犯
罪
の
被
害
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
教
育
が

必
要
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
は
、
市
内
に
存
す
る
学
校
（
鳥
取
市
立
学
校
及
び
幼
稚
園
を
除
く
。
）
又
は
青

少
年
の
育
成
に
携
わ
る
者
が
、
青
少
年
に
対
し
て
暴
力
団
の
排
除
に
関
す
る
教
育
、

助
言
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
情
報
の
提
供
そ
の
他

の
必
要
な
支
援
又
は
協
力
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 第
10
条
～
第
15
条
 
 
 
（
略
）
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